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はじめに 
 
 



（１）少子高齢化・人口減少時代の選択肢 

• コンパクト化 

– 拠点作りを意識した行政の効率化 

• 広域化 

– 地域間相互乗り入れの連携 

• 複合化・多目的化 

– 施設の複合的・多目的な利用 

• 分業化 

– 公民連携による役割分担 



（２）公民連携の座標軸 
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１．PPP/PFIの現状 
 
 



（出処）内閣府PFI推進室 



（出処）内閣府PFI推進室 

約１９％ 

☆VFMは、事業ごとに一定程度の水準を確認済み 



（出処）内閣府PFI推進室 
☆PFI事業は、20件～30件/年程度の実施状況 
☆ただし“PFIに類似した事業”も存在 



（出処）内閣府PFI推進室 

☆文教施設、廃棄物処理施設などの実績が多い。 



（出処）内閣府PFI推進室 ☆大半の都道府県で既に複数の案件を実施済み。 



２．PPP/PFIにおける着眼点 



１．PPP/PFIは時間が係り過ぎるのでは？ 
 また、自主財源の方が安いのでは？ 

• 手続きの簡易化 

事前の情報収集や準備体制の構築に時間がかかるのは事実。ただし、試行

錯誤の時代は終わり、１５年の経験の蓄積を踏まえた手続きの簡易化が進ん

でいる。 

• 庁内検討会の活用 

自治体によっては、庁内の検討会を開催し、緊急性の有無や、民間参入の可

能性の可否などを判断基準として、従来型とPPP/PFIを使い分けているところも

ある。 

• PPP/非PFIの活用 

補助金など公的資金のみで実施した方が安価なケースも考えられ、また、財政

事情が許せば、民間資金を使用しないことも可能である。 

しかし、そのような場合でも、DBO（Design Build Operate）などの手法を通じて民

間のノウハウを活用することが考えられる。 

• モニタリングの問題 

民間資金を導入しなければ、銀行の審査機能やモニタリング機能を活用するこ

とはできないが、DBOなどでも、別の方法で、この問題を解決することは可能。 



（出処）内閣府PFI推進室 
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（出処）内閣府PFI推進室 
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２.どんな施設がPPP/PFIにふさわしいのか？ 

• 多彩な事例の蓄積 

総務省のデータ（ 「地方公共団体におけるＰＦＩ実施状況調査報告書」平成23

年12月 総務省地域力創造グループ地域振興室）によると、廃棄物処理施設

（４７）、給食センター（４４）、小中学校（３１）、公営住宅（２５）などが上位を占

める。一方、インフラ分野では、上水道施設（１３）が多い。 

ただし、実施済みの施設は多彩であり、既に多くの経験があるといえる。 

• 施設の規模 

ハコモノが多いが、規模別にみると、20億円未満（２７．１％）、２０～４０億円

（２２．２％）（同上調査）となっており、大半が５０億円以下。中央値は４１億円

である。 

• 複合施設 

その中で、複合化施設が全体の４分の１程度を占めており、公共施設有効活

用の観点から、PPP/PFI利用の特色の一つとなっている。 

• 既存施設への適用 

少子高齢化で公共施設の新設は困難な時代に。しかし、今後は、既存施設の

転用や維持管理において、RO（Rehabilitate Operate）方式での活用が有効。 



 （出処）「地方公共団体におけるＰＦＩ実施状況調査報告書」平成23年12月 総務省地域力創造グループ地域振興室 

施設別実施件数 



 （出処）「地方公共団体におけるＰＦＩ実施状況調査報告書」平成23年12月 総務省地域力創造グループ地域振興室 

施設の「複合化」によるPFIの活用実績 



PFI法 

      PFI法＝民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 
   （平成11年法律第1１7号） 

     （目的） 
第一条 この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施 
     設等の整備等の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的か      
           つ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好な 
           サービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを 
           目的とする。 

     （定義） 
第二条 この法律において「公共施設等」とは、次の各号に掲げる施設（設備を含  
          む。）をいう。 
        一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の 
                公共施設 
        二 庁舎、宿舎等の公用施設 
        三 公営住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉 
               施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設 
         四 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設（廃棄 
               物処理施設を除く。）、観光施設及び研究施設 
        五 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの 
   (以下、略） 

 



３．民間のノウハウをどのようにして引き出すか？ 

• 下調べの重要性 

準備段階で、アドバイザー会社などを通じて、民間参加の可能性や条件の「下調べ」

をする。例えば、事前のマーケット・リサーチを通じて、立地条件や事業内容などに対

する市場の評価を見る。それによって、参加のためのハードルが低くなり、応募者の

増加⇒競争⇒品質向上の流れが作り易くなる。 

• 重点事項の明示 

性能評価が中心となるので、公共が「機能面で重視したい点」（省エネ、衛生管理、付

帯事業、複合化等々）をできるだけ具体的に文書で明確にする。 

• 要求水準書の重要性 

特に、「要求水準書」における「要求」は成否の分かれ目＝最後の砦と認識すべき。民

間に任せたい部分は、その旨を出来るだけ明示し、逆に、民間任せに出来ない部分

も要求水準書の中で明示する。その方が民間も取り組みやすい。（民間も何が評価さ

れるのか分からないことが少なくないので、ミスマッチは最大の敵！）⇒「良いとこ取り

できない」点をカバーする秘訣でもある。 

• 評価基準のメッセージ性 

評価方法における「価格評価」と「性能評価」の比重（３０：７０など）は強いメッセージと

なる。さらに、省エネルギー、安全性、環境対策、地元の活用など、公共として重視し

たい分野の「配点」を大きくして、応募者へのメッセージとする。 



 （出処）「地方公共団体におけるＰＦＩ実施状況調査報告書」平成23年12月 総務省地域力創造グループ地域振興室 

民間が参入しやすくするための条件整備 



 （出処）「地方公共団体におけるＰＦＩ実施状況調査報告書」平成23年12月 総務省地域力創造グループ地域振興室 

応募者数の分布状況 



 （出処）「地方公共団体におけるＰＦＩ実施状況調査報告書」平成23年12月 総務省地域力創造グループ地域振興室 



（出処）内閣府PFI推進室 要求水準書の書き込みが鍵！ 



PFIによる施設の工夫の事例 

 （出処）「地方公共団体におけるＰＦＩ実施状況調査報告書」平成23年12月 総務省地域力創造グループ地域振興室 



 （出処）「地方公共団体におけるＰＦＩ実施状況調査報告書」平成23年12月 総務省地域力創造グループ地域振興室 



 （出処）「地方公共団体におけるＰＦＩ実施状況調査報告書」平成23年12月 総務省地域力創造グループ地域振興室 



 （出処）「地方公共団体におけるＰＦＩ実施状況調査報告書」平成23年12月 総務省地域力創造グループ地域振興室 



 （出処）「地方公共団体におけるＰＦＩ実施状況調査報告書」平成23年12月 総務省地域力創造グループ地域振興室 



４．自治体側の課題 
• アドバイザーに、すべて任せておけば出来るか？ 

– 資料作りや調査は相当部分を依存することになるが、公共として何を売りに

したいかなどの庁内でのコンセンサス作りが重要。 

• 審査委員会では外部有識者に、どの程度任せるか？ 

– 公共の事情は十分に反映させ、外部有識者の意見を聞きたい部分は、その

点を明確にする。丸投げは禁物。 

• 運用開始後、担当職員とSPC社員とが、うまく連携できるか？ 

– 丸投げ的な考え方では失敗する。特に最初は、マネジメントを意識して、SPC

の責任者と十分な意思疎通をしてほしい。SPCの責任者を「Gripする」ことは

重要。 

• 人事異動とノウハウの蓄積 

– 専門部署があれば別であるが、頻繁な人事異動で、ノウハウが蓄積出来な

いという面は、どうしてもある。それに対しては、PPP/PFI的な案件の継続と、

出戻り的なローテーションで一定規模の人材を確保してほしい。 



ご清聴ありがとうございました！ 


